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はじめに

総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 新エネルギー小委員会

バイオマス持続可能性ワーキンググループ（第１回）において、「環境への影響について」

（地球環境への影響を中心に）の中で、バイオマス燃料の持続可能性の論点：全体像（案）

の中で、以下の４つの確認内容が示された。

この確認事項に対して、昨年の算定委員会で認定の要望のあった「新規認定要請燃料」と

「パーム油」について、関係者の意見を取りまとめた。

〈環境〉〈社会・労働〉〈食糧競合〉〈ガバナンス〉
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１．新規認定要請燃料

（１）〈環境〉温室効果ガス（ＧＨＧ）の排出影響

パーム油の以外のバイオ燃料のＲＳＢ（Roundtable on Sustainable Biomaterials）認証に依拠す
ることで持続可能性・合法性を担保できると考える。
（ＲＳＢはパーム油におけるＲＳＰＯと共にＩＳＥＡＬのメンバーである）

●ＲＳＢはバイオ燃料が化石燃料と比較してライフサイクルＧＨＧの排出量を大幅に削減

することで気候変動の緩和に貢献することを目的とし、事業者に多くの規制をクリアする

ことを求めている。

●ＲＳＢはＧＨＧ排出量は土地利用変更などの要素で、同じ作物であっても、個別に値が

ちがって くるので、個別に排出量を算出し、絶対量で化石燃料と比較する。

（ベースラインは 90gCO2当量/MJ）

●ＧＨＧ算出及び削減について厳しい要求がされている（報告義務あり）

（２） 〈社会・労働〉

●ＲＳＢでは原則４「人権と労働」及び原則５「地域と社会の発展」の中で詳細に規定され

ている。

●ＲＳＰＯと基本的には同様の規制を求めているが、ＲＳＢはより具体的かつ広範な事象を

対象としている。
➤雇用に関する契約、労働時間基準、家族農場の労働、賃金の支払い方法、労働安全衛生リスクと労働災害リスクの周知
と訓練、機械化が進んだ場合の再雇用、ステークホルダーに対する利益提供など
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１．新規認定要請燃料

（３）〈食糧競合〉

●ＲＳＢ基準では、『燃料となる植物は、食用作物の栽培を阻害する形で行ってはならな

い』としている。

従って、現状は勿論、将来においても、食料需給バランスへの影響要因 にはならない。

● 食用・非食用が必ずしも明確に区分され得ないため、個別の検討とされたい。

（４） 〈ガバナンス〉

●ＲＳＢでは原則２「計画・監視・継続性」の中に「情報公開」を義務付けている。
➤2b 8.（モニタリングによる事業影響・リスク評価された）管理文書は、商業的気密性、専有性のあるもの、情報の開

示が間協定または社会的な悪影響をもたらすものを除き、公に利用可能でなければならない。

●事業者が公開する「関連情報」はＲＳＢ関連だけでなく、実際に現場で検査、監査し、

証明書を発行する監査会社からの情報も含まれなければならない。
➤当該事業者が予定しているＳＣＳ Ｇｌｏｂａｌ社が認められれば、そこからの情報がこれに当てはまる。
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１．新規認定要請燃料

《参考資料》

４

RSB は、RSPO と共に ISEAL のメンバーであり、共に多くの部分で共通の基準・ルールを規定・実施して
いる。

従って、パーム油の持続可能性・合法性を RSPO に依拠するのであれば、パーム油以外のバイオ燃料の
持続可能性・合法性は RSB に依拠すれば、全体として整合性が取れる。

RSPO RSB
RSPO・RSB それぞれの原則項目は
上表の通り。それぞれ、各原則の中に
詳細な規定を設定している。

原則１ 透明性への誓約 原則1︓合法性
原則２ 適⽤される法令と規則の遵守 原則2︓計画、監視、継続的改善︓
原則３ ⻑期的な経済的及び財政的存続可能性への誓約 原則3︓温室効果ガス排出量
原則４ ⽣産者と搾油⼯場による適切な最善の慣⾏の活⽤ 原則4︓⼈権と労働権
原則５ 環境に関する責任と自然資源及び⽣物多様性の保全 原則5︓地域と社会の発展
原則６ 従業員及び⽣産者や搾油⼯場によって影響を受ける 原則6︓地域の⾷糧安全保障

個⼈とコミュニティに関する責任ある配慮 原則7︓保存
原則７ 新規作付けの責任ある開発 原則8︓⼟壌

原則9︓⽔質保全
原則10︓空質
原則11︓廃棄物の技術、投⼊、管理の利⽤
原則12︓⼟地の権利

RSPO RSB



２．パーム油（既存発電事業者３社）

（１）〈環境〉温室効果ガス（ＧＨＧ）の排出影響

●バイオマス持続可能性ワーキンググループ第１回資料５のP７のグラフに示された間接的な

ＧＨＧ排出についても考慮し、排出量を可能な限り低減することは重要と考えています。

● ＧＨＧ排出量算定については、仮に同じ原材料であっても、そのサプライチェーンの条件等に

より、結果に大きな差異が生じることが想定されます。本ＷＧ に示されたデータの算定の根拠

となった条件およびデータを参考にすることで、事業者側で、実際のサプライチェーンに即した

実排出量の算出を試みることは可能と考えます。

（２） 〈社会・労働〉

●東京2020 組織委員会の持続可能性に配慮した調達コードの「持続可能性に配慮したパーム油

を推進するための調達基準」において、RSPO、MSPO、ISPO の３つの認証を受けたパーム油

に関しては、調達基準が要求する社会・労働基準（先住民の権利の尊重、児童労働・強制労働の

禁止）を、満たすとされています。

●この結論に基づき、上記３つの認証パーム油に関しては、現時点でも一定のレベルが保証され

たものと理解しています。

５

パーム油については、以下の３社のご協力のもと、意見を取りまとめた。
既存発電事業者：株式会社エナリス、神栖パワープラント合同会社、ゼロワットパワー株式会社



●既存発電事業者はバイオマス液体燃料としてパームステアリン酸を検討したときに、⻝糧競合の

観点から、以下の通り評価を行いました。

●ステアリン酸は余剰気味であり、既存発電事業者燃料としての使用量の占める割合は少なく、

発電用途への利用が可能であり、上記の懸念される２点に対しての影響は軽微と判断いたしま

した。
➤検討当時（2012～13年）の世界のパーム油生産量５０００万ｔに対し、ステアリン酸は１０００万ｔ生産。
既存事業者３社の燃料使用量は年間１３万ｔ。

２．パーム油（既存発電事業者３社）

（３）〈食糧競合〉
１）食料と燃料の競合について

●バイオマス資源のエネルギー利用は⻝糧との競合が重要な課題と認識しておりますが、世界の

⻝糧生産は農学、生態学、経済学、人口学など多岐にわたる分野の知見により、全体像をとらえ

る必要があり、様々な角度から見て総合的に判断すべき課題と考えております。

６

●前頁の３つの認証も社会・労働側面に関する完全性を保証するわけではないため、認証を取得

していても、実際のサプライチェーンにおいて具体的な疑義が生じた場合、社会・労働側面に

ついて、専門の監査機関等による監査等を実施し、状況を確認、それに基づく改善を図ることは

必要と考えています。

・バイオ燃料の需要増により⻝糧・飼料価格への影響は無いか
・バイオ燃料の需要増により農地開発等を伴わないか



●本回答に関わる３社については、経過措置の対応として、以下の通り、それぞれ自社の

ＨＰで、２０１９年４月より情報開示を実施しています。

●持続可能性配慮やトレーサビリティ確保の取組みの進捗などに関しても今後、随時更新

してゆく予定です。

注記）パーム油発電に関する本回答は、上記３社からの見解であり、それ以外の事業者の
見解に関しては、関知しておりませんので、ご了承のほどお願い申し上げます。

２．パーム油（既存発電事業者３社） ７

●社会の変化などを考慮し、長期的な視点に立った、定期的な見直しは必要に応じて実施するこ
とは妥当と考えます。

●「マクロの視点」に立つと、直接、間接的な影響が幅広い分野に影響するため、具体的に対象と
なる範囲を明確に定義し、環境・社会・その他の持続可能性との適合性の評価を実施することは
当然であると考えます。

➤バイオマス発電に限らず、発電事業は、一般に投資回収期間が非常に長いため、基準などの見直しを行う場合は、発電事業の
投資回収に関わる時間軸を考慮し、EU で議論されているように、十分な移行期間を設けるなど、事業者に対して対応不可能な
不利益が生じないような配慮を切に希望いたします。

２）認定燃料の定期的な見直しについて

（４） 〈ガバナンス〉

株式会社エナリス：https://www.eneres.co.jp/company/field/palm_guide

神栖パワープラント合同会社：http://kamisupower.com/sustainable.html

ゼロワットパワー株式会社：http://zerowattpower.co.jp/sustainability.html



《参考資料》

２．パーム油（既存発電事業者３社） ８

RSPO認証IP/SGパーム油調達について
2019年5月

• 既存発電事業者3社では、パームステアリンを燃料として使⽤しています。

• パームステアリンのRSPOのIP/SG認証油は事実上入手困難な状況です。

• RSPOのIP/SGのオレイン酸は、IP/SGで輸出されたパーム油から、欧州な
どの輸入国で分別精製されており、マレーシア、インドネシアには殆ど有
りません。

• パーム油から分別で生じるパームステアリン酸は20％で、残り80％はオレ
イン酸です。20％のステアリン酸をセグリゲーションする為には、当然大
半を占めるオレイン酸もセグリゲーションする必要があり、その為の費⽤
の全ては、ステアリンの購入者が負担をする必要があります。

パームステアリンのRSPO認証について



《参考資料》

２．パーム油（既存発電事業者３社） ９
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《参考資料》
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２．パーム油（既存発電事業者３社） 13

《参考資料：バイオマス持続可能性ワーキンググループの論点に対する事業者コメント》



２．パーム油（既存発電事業者３社） 14

《参考資料：バイオマス持続可能性ワーキンググループの論点に対する事業者コメント》



２．パーム油（既存発電事業者３社） 15

《参考資料：バイオマス持続可能性ワーキンググループの論点に対する事業者コメント》




